
評 議 員 会 資 料

と　き　　4月23日（火） 午後１時30分

ところ　　大庄北生涯学習プラザ　3階ホール

尼崎市社会福祉協議会大庄支部

２０１９(平成３１・令和元）年度
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第 

１ に対する  

２ 会 の こ と  

３ 支部 い つ 

４  

５ 議  

 議 事 

（１）社会福祉 尼崎市社会福祉協議会大庄支部規約

の 部 について（ ） …P２ 

…P３ １９ 

…P２ ２２ 

…P２３ 

…P２４ 

 

 

 １５年  ４  

１ 年  １  

…P２５ ３３ 

…P３４ ３  

７ 会 の こ と  

（２）平成３ 年 事業

（３）平成 30 年 支

（４）

（５）

（ ）２ １９（平成３１ 和 ）年 事業 ( )

（７）２ １９（平成３１ 和 ）年 支 ( )
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社会福祉 尼崎市社会福祉協議会 

大庄支部規約の 部 について（ ） 

対  

  

(事業 の 地 ) 

第  ４  条  この支部の る事 を

尼崎市 大庄支 に く。  

(事業 の 地 ) 

第  ４  条  この支部の る事 を

大庄 に く。  
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平成３ 年 事業  

１ 事業 

（１） の 布

（２） による 事業 の

（３）社会福祉協議会大庄支部の による

  http://www.amasyakyo-ohsho.jp/

Facebook  https://www.facebook.com/amagasakisyakyoohsho/

（ 用 QR ） （Facebook 用 ) 

QR 対応 を 用して 取 に 用 す。 

QR （R）は、 会社 の す。

平成 30 年  

月 
問  

（ ） 

 

（ ） 
月 

問  

（ ） 

 

（ ） 

4 月 ５ ２  １ ４５５  １ 月 ５４  １ ９  

5 月 ９２２  ２ １ １  １１月 ５ ２  １ １５  

月 １ ３４２  ２ ７９  １２月 ３２４  ７  

７月 ３３  １ ７ ４  １月 ３４  ９  

月 ９  １ ２  ２月 ３  ７１１  

９月 １ ４５  ３ １７１  ３月 ４ ７  １７  

 ,４  １ ,４２  
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２ り 心事業 

地域の な り活動を行 り 心事業 を１５地 施

し、活動の の めの支援を行 。 

（１） 地 施

施地  
推進  

協  
 施地  

推進  

協  
 

 ３５ ７４ 大   ４１１ 

大  １３  ３７３  ４１ １２  

大庄中  ３９ ２ ３  ５１ １４  

 ３３ ４    １３  

 １４ ７９  ４９ １  

 １  ５   ３９ ５７ 

 ５５ ９   ３１ ４ 

大庄  ２５ ２  ９２ 2,0４１ 

（２） り 心事業 会

日 平成３ 年１１月２７日（ ） 

  大庄地 会 ２  

  活動  

地域活動についての  

 ４２  

３ 支援事業 

（１） い地域活動 す の運営

、 成 付

（２）中 会議

日  平成３ 年７月１１日（ ） 

   大庄支 会議  

４ 活支援 づくり 

（１） 大庄地 協議 、 大庄地域支 いを る会 の

（２）大庄地域 会の 施

日  平成３ 年７月９日（月） 

   大庄支 ２  

  ２４  
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（３）大庄地 協議 会の 施

大庄 のい とこ から 支 いの づくり

日  平成３ 年９月２５日（ ） 

   大庄地 会 ２  

  １１９  

５ い い 事業 

  年 を て、 社会福祉 協議会、福祉協会 、 の こもり 、 

健康 いづくり、地域住民 を目的に、 い 健康  

の事業 も つ 大会 つり の を行 。 

 地域福祉 事業 

推進 会 施  施 日 

大 協地域福祉推進 会 大 会  月 日のい か 

協地域福祉推進 会 会  日のい か 

７ 事業 

（１） 施

施  会  施   用  

大庄  大庄公民  
１  

会  
1, ９２  １１  

 会  
月２  

業 会  
５３２  ４ ５  

大 会 大 会  
月２  

業 会  
７  ５  

福祉協会

 地 会

月３  

業 会  
２７  ５３４  

（２） 会

日  平成３ 年１２月 日（ ） 

  会社 協  

   施  

の  

  ３５  

 平成３ 年  第４ 大庄 つりの 施 

  日  平成３ 年９月１ 日(日) 

     尼崎 

  をつな 、 を る、地域の  

  約１１  
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９ の の 施 

  日  平成３ 年 月３日（日） 

     尼崎の 中 地 

１  活動 

（１）日本 社活動資 運動

施 期 ５月 

  ２ ２ ３７ 円 

（２）ともし の 運動

施 期 月 

 ３５ ３１ 円 

（３） 運動

施 期 １ 月 

  ４ ４４ ２４円 

（４）大 部地 援

  ４ ７３円 

（５）平成３ 年７月 援

  １ １ ２７３円

（ ） す い運動

施 期 １２月 

  ４５ ９２１円 

分   （ す い つ ） 

備 の  

１１ 事業 

（１） 事社会福祉活動

日   平成 30 年 7 月４日（ ） 5 日（ ） 

  日市公 と環境  

名 市 なの  り  

   施  

地域の活動 と  

  12  

（２） 協会 会

日  平成 30 年 6 月 29 日（ ） 

   大庄地 会 2   

  社会福祉協議会について 他 

  31  
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（３） 事 会

日  平成 30 年１２月 21 日（ ） 

   大庄支 2   

     

    尼崎市   

  25  

（４）社協 民協 会

日  平成 31 年２月 5 日（ ） 

   大庄地 会 2   

   会 （ 社会の  を すな ） 

    （ ）   

  ４  

１２ 協 事業 

（１） 大会(子 も会 協議会)

  期 平成３ 年 月３日（日） 

   尼崎の 中 地 

（２） (子 も会 協議会)

期 平成３ 年 月２４日（ ） ２５日（ ） 

 大庄公民  

１３ 大会への  

（１） 、青少年健全育成、くらしの 全推進

尼崎市民大会

日  平成３ 年７月２４日（ ）

   尼崎

（２）尼崎市社会福祉

日  平成３ 年１ 月１７日（ ） 

   尼崎市  

（３）社会を るくする運動 会

日  平成３ 年１ 月２７日（ ） 

   尼崎

（４）尼崎市社会福祉協議会 健 会

日  平成３１年２月１４日（ ） 

   尼崎市社協会  
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１４ 会議の 施 

（１） 議 会 年  １  

（２） 会 年 １３  

（３） 事会  年 １２  

（４） 事会 年  ４  

（５） 年  １  
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市民運動推進協議会事業  

１ 事業 

  施日 平成３ 年 月３日（日） 

   尼崎の 中 地 

   の へ し、 全 心の づ 

くりを とし を 

施。 、 運営を し 。 

  約５  

２ づくり事業 

（１）第 1 （ 会）

  施日 平成３ 年５月２９日（ ） 

   大庄支  ２  

   の活動  

    ３  

（２）第２ （活動 会）

  施日 平成３１年３月１３日（ ） 

   大庄支  ２  

   の活動  

    ３  

３ 運動 

（１） の１ 運動

  施日 平成３ 年５月２ 日（日） 

   大庄地域 の 公  

（JR ） 

  ３ ５４  

（２） の大庄地 運動

  施日 平成３ 年１１月４日 １１日 ２３日（ ） 

２３日の については、

21 の により中 。

   大庄地域 の 公  

（JR ） 

２ ４１５
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４ 全向上事業 

（１） 大庄地 全

  日 平成３ 年７月３ 日（月） 

   大庄地 会  １ 部 ２  

   尼崎 尼崎市 活 全課の と 

を を  

   尼崎 尼崎市 活 全課 

  協 尼崎 全協会、大庄中  

会社  

  ５２  

（２） 全 の り 布

 て 全 ら て 全

  １３ を 成し、 地 へ 布 

５ 対応事業 

  の 会  

  日 平成３ 年１ 月１ 日（ ） 

   大庄地 会  ２  

   健康 を 運動を な ら、 

について 会を 施 

   尼崎市 事業  

  １ １  

   大庄地 健康づくり協議会 

 事業 

  大庄地  

  日 平成３ 年１ 月２７日（ ） 

   大庄 もし  

   も つ い  

大会 

  協 はな の会、尼崎 、 

    約

７ の  

  期   平成３ 年１１月１日から１２日 

  （市 日 く） 

   大庄支  

    ９  

２  

１ １  
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 向上運動 

その を し と いしてい か

の り１３ を 成し、 地 へ 布

の を

９ 地域 育 向上事業 

  の  

  日 平成３ 年１２月９日（日） 

   大庄地 会  １ 和 ２  

   の活用

について 会を 施

   NIT 推進  

au

  １ ３

   大庄地 青少年健全育成協議会

１  対 事業 

  １ １７は ない 地域  

  日 平成３１年１月１７日（ ） 

  

   応 、 

子 用 を  

  １ ２ （ く） 

１１ 全 心  

  な の を る  

  日 平成３１年２月２７日（ ） 

   大庄地 会  ２  

   について の から 、 

行動を る 会を 施 

   地

尼崎市 対 課

  １２２

１２ その他 

（１） 対 事業

対

  日 平成３ 年１ 月１ 日（ ） 

   大庄地 会  ２  

   の を 、 らし対 について

る 会を 施

   と の   布

り を 成、

年 は５つの 協 施。
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１３ 大会への  

（１） 、青少年健全育成、くらしの 全推進尼崎市民大会

  日  平成３ 年７月２４日（ ） 

     についての  

     尼崎

（２）大庄 つり

日  平成３ 年９月１ 日（日） 

     の

     尼崎  

１４ 協議会  

（１）市民運動推進協議会 ７  

  （ １ は 会） 

（２） 推進事業部会 ５  

全 部会 ２

対応事業 会 １

地域 育 向上事業 会 ２

（３）環境 事業部会 １  

（４） 全事業部会 ２  

（５） 関 事業部会 1  

（ ） 部会 １  
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青少年健全育成協議会事業  

１ 全 用 活動

  日 平成３ 年１２月９日（日） 

   大庄地 会  

   を を  

地域住民対 に  

  １ ３  

 市民運動大庄地 推進協議会 

日 平成３１年１月１７日（ ） 

   大庄  

   を と に 

をつ ること、 ること  

大庄 ４ 年と地域住民対 に  

  ２２２ 、地域住民（ ）３５名 

２ 地域 会 

  日 平成３ 年７月１ 日（ ） 

   大庄  

   中 の進 について  

中 について  

青少協 と との 会の  

大庄地 と大庄 対 に  

  ３５  

 大庄 地域 協 本部 

３ 事業 

  日 平成３１年１月２７日（日） 

   大庄 もし  

   として子 も向  

の 施 

す い 活用事業との 

 

  約３ い は ９  
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４ 子育て支援事業 

  い  

  日 年 会 月１ 、月 2  

２か月に１  

   大庄中 福祉会 、大庄 福祉会  

会 、 大 会  

   子育て 会 い の 施 

  ２１９  

５ 青少年 事業 

  日 平成３ 年 月３日（日） 

   尼崎の 中 地 

   の へ し青少協 にて 

行 づくりと り く 

（３ の ）の 施 

  約１ ４  

 協議会 

 年 ７  

   大庄支  ２ 、大庄 、大庄  
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健康づくり協議会事業  

１ の 事業

施日 平成３ 年 月３日（日）

尼崎の 中 地 

の へ し、 

成 定 の 施

成 定 ５ 、 ３３

２ の

事業

施日 平成３ 年９月１ 日（日）

大庄 つり会 （ 尼崎）

へ 協 の か 施

７

大 の

３ 事業

施日 平成３ 年９月１ 日（日）

大庄 つり会 （ 尼崎）

健康に関する 、 、

づくり

４

日 平成３ 年１ 月１ 日（ ）

大庄地 会  ２

についての

を ての

尼崎市 事業 課

和

尼崎市社会福祉協議会大庄支部

地域福祉活動 大

１ １  

市民運動大庄地 推進協議会
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５ 定会

日 平成３ 年１２月１２日（ ）

大庄地 会 ２

向 定（ 目）

３７

事業

日 平成３１年２月１ 日（ ）

大庄地 会  ２

（ ）を しての 会

３  

７ 健康づくり 成

（１ 目） 

日 平成３ 年１ 月１ 日（ ）

大庄地 会  ２

についての

を ての

尼崎市 事業 課

和

尼崎市社会福祉協議会大庄支部

地域福祉活動 大

健康づくり  ２２

（２ 目） 

日 平成３ 年１２月５日（ ）

大庄地 会  ２

定会 定

尼崎市 福祉

健康づくり  ２５

（３ 目） 

日 平成３１年２月 日（ ）

大庄支  ２

についての

尼崎市社会福祉協議会大庄支部

地域福祉活動 大

健康づくり  ３



― 17 ―

協議会

年 ４

９ 健康づくり 会議

年 ４
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大庄 つり事業  

１ 第４  大庄 つりの  

（１） 施日    平成３ 年９月１ 日（日） １  

（２）      尼崎 

（３）    約１１  

（４）    をつな  を る 地域の  

（５）協 会社   ７  

（ ）   

 

  かつ り いLIVE を 施 

会  

に い in 大庄 

  １７   

し 会の 施 

りの 施 

の 事業の 施 

  付 ７７ 、 ７  

と 健康 の 施 

（ 援 ） の 施 

  ４２ ７ ７円 

PTCA事業の 施 

  ７  

の 施

２９ ３２

協 事業 

  大庄地 子 も会 協議会 に協 し、大庄 つり 日、 の 

  を行 。 
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その他 

  大庄 を し 。 

２ 会議の  

（１） 行 会  ３  

（２） 部会の  

部会  ２  

部会  ３ （ 会を ） 

部会 （ 会、 会、 会を ） 

備部会   １  

部会 １  
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（ ） 円

大 目 （ ）
（ （ ） （ ）

福祉協会会
202,000

事業 355,000

福祉協会 1,595,600

協議会 120,100

支部運営事 126,500

地域 福祉活動推進事業 5,920,700

事業 付 3,579,600

地域福祉 事業 232,000

り 心事業 付 40,000

ともし 事 付 32,000

行事 付 5,000

支部 事業 事 付 70,000

市 支 1,800,000 1,450,557 市民運動推進事業 1,450,557

尼崎公営 施行 協議会 成 2,300,000

大 域 環境整備 成 6,720,000

対 事業（ ） 150,000

尼崎市 和 育 協議会活動 付 20,000

1,000

1,000

133,229

大庄 つり協 1,380,000

大庄 会 186,000

2,918,418 2,918,418 年

27,508,418 27,536,704 28,286

平成３ 年 会 支

会 711,000 557,000

157,500

支 9,040,000 9,190,000 150,000

市社協支 11,564,000 11,721,500

1,473,000 1,699,229 226,229
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（支 ）

大 目 （ ） 支 （ ）
（ ） （ ）

議 会 330,044

事会 事会 234,802

大会 会 62,000

事 用 大庄 会 545,811

101,176

8,400

協議会活動 成 1,283,000

地域福祉 事業 202,000

地域 福祉活動推進事業 6,217,820

福祉協会活動 1,595,600

協議会活動 120,100

協議会福祉活動 付 800,000

大 協議会 付 2,891,000

200,000

子 も会 300,000

福祉 育推進事業 237,737

活動 3,000

事 協会 会 737,101

社会福祉活動 530,366

事業 187,920

55,952

全 事業 233,514

環境 事業 運動、 向上 748,491

の 事業 181,494

推進事業
（ づくり、 地域 育 向上事業 ）

554,495

心 全の づくり 244,494

運動 60,137

青少年 事業 子育て支援事業 290,444

事業 9,726
健康づくり推進 成事業
健康 進 299,211

事業 74,703

大庄 つり 792,416

大庄 つり 313,710

大庄 つり会 3,000,524

の 77,786

諸 支 206,000 202,000 4,000 市社協会 202,000

1,000 1,000

備 14,418 14,418

27,508,418 23,726,974 3,781,444

27,536,704

支 23,726,974

3,809,730

市 民 運 動
事 業

3,009,000 2,018,440 990,560

事 支 1,782,000 1,282,233 499,767

地 域 福 祉
事 業

15,821,000 15,305,644 515,356

青 少 年 育 成
事 業

900,000 350,581 549,419

健 康 づ く り
事 業

625,000 383,640 241,360

地 つ り
事 業

5,150,000 4,184,436 965,564
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円

分

少

会 へ 業協 大庄支

大 10,000,000 11,000 11,000 10,000,000 （１年）

定期 会 へ 業協 大庄支

10,000,000 11,000 11,000 10,000,000 （１年）

業協 大庄支

3,787,745 378 3,788,123 （１年）

りそな 行尼崎支

2,003,949 200 2,004,149 （１年）

りそな 行尼崎支

2,002,401 200 2,002,601 （１年）

27,794,095 22,778 22,000 27,794,873

平成３１年３月３１日

整

整

りそな 行尼崎支 2,004,149 整

りそな 行尼崎支 2,002,601 整

27,794,873

定期

定期

定期
業協 大庄支

平成３ 年 整

年 本 年 本 年

平成３ 年 目

定 期

円

3,788,123

定 期

業協 大庄支 20,000,000
大 定期
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２ １９(平成３１ 和 ）年 年  

１５年  

 （ 第７） 

崎  （ 第 ） 

 健  （ 第 ） 

  （ 大 第 ）

１ 年  

  （ 第２） 
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２ １９（平成３１ 和 ）年 事業 （ ） 

≪ 会い い  い  地域を育  

事業  

大庄支部はこ 行 福祉施 、関 関 と するなか、

活動への支援、 全 心活動の推進、青少年の健全

育成、 の健康 進な の事業を 施して し 。

地域 は、 の になる中、 な

課題 に向 て、 的な取り な てい す。

２ １９年 も、平成 30 年 に 、支部地域福祉推進

の る 会い、 い、 いの取り を

進めて いり す。 

平成２７年 より 活支援 中心と

なり、地域住民 と しな ら、地域活動の い 育

成 地域住民の の づくり、 も る づくりへの支

援を行 て いり し 。２ １９年 は、 地域の支

いの づくりを進め、 と する地域課題を し、

に向 て、 し 会を つこと 、 な取り について

て いり す。 

大庄支部の全１５ 協 取り ている り 心事

業は、こ 地域の中 の る関 るよ 活動支援を

行 て いり し 。その中 、 年は日本 地 地 、 の

く、日 の の る関 の 要 めて

てい す。事業を して、日 からの り活動 地域 取り

ている の に対する備 への支援も 行 て

いり す。  

上のよ な取り を進め、 も 住 地域 心

全に らしてい るよ つな り の る地域づくりを目 し

す。 
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事業 （ ） 要（ 協議会を く） 

社会福祉協議会大庄支部 は、 も 心して ら る づくりを目的として、地域住

民 の 、つな りづくりを支援していくとともに、地域活動を するな 、社協へ

の 進の取り も 的に行 て いり す。 

１ 事業（ 進の取り 、地域活動 の ） 

２ 地域福祉活動支援事業 

３ り 心事業 

り推進 協 を対 とし 会な 活動の の めの支援 

４ い い 事業 

 年 を て、 社会福祉 協議会、福祉協会 、 の こもり 、 

健康 いづくり、地域住民 を目的とし 事業 を 施する。 

（１） OH SHOW! の 行（年 ２ 定）

（２） 進 の

（３） の 布

（４）社会福祉協議会大庄支部の の

（１）尼崎市社会福祉協議会大庄支部地域福祉推進 の推進

（２）地域福祉活動 （ 活支援 ）の活動推進

（３） 大庄地 協議 、 大庄地域支 いを る会 の運営

（４）支部 の の

（５） い地域活動 す の運営

（ ）地域活動 活動の い の 育成

（７）地域のつな りの りの支援

（ ）中 の 育成

（９）地域活動 活動 の

（１ ） の 成 
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５ 地域福祉 事業 

  活動 （ 大 地域福祉推進 会 地域福祉推進 会）の運営支援 

 事業 

  活動 （大庄 、 大 会、

、 福祉協会 ）の運営支援と な の 上

支援 

７ 事業 

  とり らしの 、地域 心して 活 るよ 、社協、民 を

ての により、 を し し、 事 し と の援 を行 。 

 第４７ 大庄 つり 

  日 ９月 日（日） 定 

  尼崎 

施 については、 行 会 部会に いて協議、 定する。

９ の  

  日 5 月２５日（ ） 定、 備日 月１５日（ ） 定 

    尼崎の 中 地 

施 については、 行 会に いて協議、 定する。

１  活動への協  

（１）日本 活動資 活動（ ５月）

（２）ともし の 運動 （ 月）

（３） 運動 （１ 月） 

（４） す い運動  （１２月） 

１１ 会  

（１） 事社会福祉活動

（２） 事 会

（３） 会

（４）社協 民協 会

（５） 協会

（ ） 協議会 他 

１２ 大会 会への  

尼崎市社会福祉 、尼崎市社会福祉協議会 会への  

１３ 会議の  

（１）

日  ４月 日（ ） 

   大庄  

   平成３ 年  
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（２） 会

   

    大庄  他 

（３） 事会

   

  大庄  他 

（４） 事会

   

    大庄  他 

（５） 議 会

日 4 月２３日（ ） 

 大庄  ３  

 平成３ 年 事業 に 支  

 

 

２ １９（平成３１ 和 ）年 事業 に 支  
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市民運動推進協議会事業 （ ） 
 

  るく住 よく かな大庄の づくりを目 して、地域住民の と により、

地域課題の に向 、青少年健全育成協議会 健康づくり協議会と必要に応 て

協 しな ら、 のよ な事業に取り 。 

  

１ 運動 

（１） の 10 運動 

  施日   ５月１９日（日） 備日 ５月 2 日（日） 

  施   大庄地域 の 、公 、 、  

（２） の 運動 

  施 期  １１月３日（日）、１ 日（日）、１７日（日） 地域  

        １１月２３日（ ）  

    施   大庄地域 の 、公 、 、  

 

２ 事業 

  の への  

  施 期  ５月２５日（ ） 定、 備日 月１５日（ ） 定 

 

３ 全 心の づくり事業 

  地域の 全 心の づくりを図る事業を 施 

  施 期  月  

 

４ 対応事業 

  対応 の 施 

  施 期  ９月 １ 月  

 

５ 向上運動 

  の りの 成 

  会 の 施 

  施 期  １ 月 １１月 

 

 事業 

  の  

  施 期  １１月  
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７ 全 事業 

  の り の 布 

  全 の 施 

  施 期  １２月 

 

 地域 育 向上事業 

  PTA と協 し、 地域の 育 の向上に向 取 を 施 

  施 期  １ 月 １２月 

 

９ 地域 事業 

    1.17 は ない 地域 への  

  施日   和２年 1 月 17 日  

      大庄中 （大庄地 会 ） 

 

１  事業 

  な の くの住民 し、 るい地域を目 し 事業を 施 

  施 期  和２年１月 ２月 

 

１１ づくり事業  

  施期   年  

  成   

 

１２ 対 事業 

  による らしの の め、 を活用し 対 事業を 施 

  施 期  年  

 

1３ 地域 の 成 

  と協 して、青少年 年 の 育成に取り 。 

 

1４ 大会への  

  、青少年健全育成、くらしの 全推進尼崎市民大会への  

 

1５ 協議会 

     

      大庄   他 
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青少年健全育成協議会事業 （ ） 
 

 青少年の健全な育成と、 地域の による住 よい づくりを目的と

して、青少年を対 とし 事業の 、 を対 とし 子育て支援事業、

の に取り い す。 

 

１ 全 心 用 活動  

     会の   

、SNS、 全 心な 用に 

ついての 会 

   日   ７月  その他地域 との 整による 

     大庄 よ 地域 の 施  

 

２ 地域 会 

    地域、 、PTA 子 もについての  

  日   月  

    大庄  

 

 ３ の 事業 

 定 

日  ５月２５日（ ） 定 （ 備日 月１５日（ ） 定） 

 尼崎の 中 地 

 

４ 事業 

    事業 

  日   定 

    定 

 

５ 子育て支援事業 い   

    子育て中の 子の つな りの づくり 

      い による の 、つな りの づくり（い らす） 

  日   い  年 施 施 とに 定 

      い らす 定 

    大庄中 福祉会 、大庄 福祉会 、 福祉会 、 大 会  

      い らす 定 

 

 協議会 
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健康づくり協議会事業 （ ） 

 大庄地 住民 、地域 支 活を る めの となる、 分 の健康 の

進とともに、 いの り ら 活動 に つ の を図り す。 

１ の  

施日   ９月 日（日） 定 

      大庄 つり会 （ 尼崎） 

      へ 協 を か 施 

２ 定会 

  月   １２月 

      大庄  ３   

      定、 定 目を 施 

３ 事業 

  月  和２年２月 

      大庄  ３   

      を して、地域 を図る 

  用 事業 

４ 健康づくり 成  

月   定（４ 施 定） 

      大庄  か 

    地域 の健康づくりを推進する の 成 

５ の 事業 

月   ５月２５日（ ） 定（ 備日 月１５日（ ） 定） 

      尼崎の 中 地 

      定 

  

月   １ 月 

      定 

      についての を  

７ 事業 

月   定 

      定 

  りの に対 に健康づくりに取り の か づくりを目的とする。

 健康づくり協議会の  

     

９ 健康づくり 会議の 施 
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大庄 つり事業 （ ） 

１ 第４７  大庄 つりの  

  期 ９月 日（日） 

   尼崎 

は、 行 会 部会に いて協議し、 定する。

２ 会議 の協議  

（１） 行 会

大庄 つりの 事業 について

大庄 つり 施要 について  

（２） 部会

会 について

協 事業について   

（３） 部会

の と の について 

会を 定

（４） 部会

に い in 大庄 の の について 

会、 会を 定

（５） 備部会

備 について 

への協 を行 定

（ ） 部会

の 施要 について

会の について  
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（ ） 円

大 目
本 年 年

福祉協会会

事業

福祉協会

協議会

支部運営事

地域 福祉活動推進事業

地域 活動推進

分

地域福祉 事業 付

り 心事業 付

ともし 事 付

行事 付

支部 事業 事 付

市 支 市民運動推進事業

尼崎公営 施行 協議会 成

大 域 環境整備 成

対 事業（ ）

尼崎市 和 育 協議会活動 付

大庄 つり協

大庄 会 用

年

支

市 社 協
支

２ １９ 平成３１ 和 ）年 会 支 ）

備

会
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（支 ）

大 目
本 年 年

議 会

事会 事会

大会 会

事 用 し

備

協議会活動 成

地域福祉 事業

地域 福祉活動推進事業

福祉協会活動

協議会活動

協議会福祉活動 付

大 協議会 付

子 も会

福祉 育推進事業

活動

事 協会 会

社会福祉活動

事業

全 事業
環境 事業

運動、 向上

の 事業

推進事業
（ づくり、 地域 育 向上事業 ）

心 全の づくり

運動

青少年 事業 子育て支援事業

事業

健康づくり推進 成事業、
健康 進

事業

大庄 つり

大庄 つり

大庄 つり会

の

諸 支 市社協会

備

地 つ り
事 業

健 康 づ く り
事 業

青 少 年 育 成
事 業

市 民 運 動
事 業

地 域 福 祉
事 業

備

事
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円

年 本 年

少

業協 大庄支

10,000,000 11,000 10,011,000 （１年）

業協 大庄支

10,000,000 11,000 10,011,000 （１年）

業協 大庄支

3,788,123 378 3,788,501 （１年）

りそな 行尼崎支

2,004,149 200 2,004,349 （１年）

りそな 行尼崎支

2,002,601 200 2,002,801 （１年）

27,794,873 22,778 0 27,817,651

２ １９（平成３１ 和 ）年 整 （ ）

分

本 年

定期

定期

大
定期
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尼崎市社会福祉協議会大庄支部 規 約（ ） 

 

第１        則 

(目 的) 

第 １ 条 この支部は、社会福祉 尼崎市社会福祉協議会（ 市社協 とい 。）の

となり、大庄地 に る社会福祉事業の 的運営と 的活動を 進

し、地域社会福祉の 進を図ることを目的とする。 

(事 業) 

第 ２ 条 この支部は 条の目的を達成する め の事業を行 。 

（１） 社会福祉を目的とする事業に関する  

（２） 社会福祉を目的とする事業に関する 的  

（３） 社会福祉を目的とする事業に関する 整 成 

（４） 社会福祉を目的とする事業に関する よ  

（５） 市民運動推進に関すること 

（ ） 青少年健全育成に関すること 

（７） 健康づくりに関すること 

（ ） 事業 行 福祉 に関すること 

（９） の社会活動推進に関すること 

（10）その他社会福祉の目的達成に必要なこと 

(名 称) 

第 ３ 条 この支部は、社会福祉 尼崎市社会福祉協議会大庄支部とい 。 

(事業 の 地) 

第 ４ 条 この支部の る事 を大庄 に く。 

 

第２    

(  ) 

第 ５ 条 この支部には の を く。 

（１） 事   名 

（２）   事   名 

（３）   事   ２ 名 
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( の ) 

第  条 この支部には、支部 １名、 支部 名、会 １名を 、 事会に

いて 事の とし 事会の 認を るものとする。 

２ 事は、大庄地 の社会福祉 協議会 をも てこ に てる。

３ 事は、 の をも てこ に てる。 

（１）大庄地 民 協議会  

（２）大庄地 協議会  

（３）大庄地 子 も会 協議会  

（４）大庄地 会  

（５）尼崎市 （大庄地 ） 

（ ） 協会  

（７）大庄地 少年 会  

（ ） 会大庄分会  

（９）育 会 （大庄地 ） 

（10）公 社会福祉事業施  

（11）その他 議 会に いて必要と認め  

   ４ の に ては、 についてその 、その他 別の関 に る

もの 事 事の に３名をこ て てはなら 、 事の に

こ らの てはならない。 

   ５ 事は 議 会に いて し、支部 する。 

     な 、 事は、 事、 事、 議 、 こ らに する他の を

すること ない。 

    事 事は、 議 を ること ない。 

(  ) 

第 ７ 条 支部 は、支部を し、会 を する。

   ２ 支部 は、支部 を し、支部 事 ると は、その を 行する。 

   ３ 事は、 事会を し支部の業 を 定する。 

   ４ 事は、 事と に 事会を し、必要に応 て支部 する。 

５  会 は、 の と を する。 

 事は、市社協定 第２１条に を行 ものとする。 
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( 事会) 

第  条 事会は、支部 しその議 となる。 

   ２ 事会は、 事の の な その議事を 、議 する

こと ない。 

   ３ 事会の議事は、この規約に別 の定め る を く か、 し

事の し、 のと は議 の するとこ による。 

   ４ 事会に ない 事は、 らか め 事項について

にその を し、 は 議 に ること る。 

５ 項による の行 は、こ を し ものと なす。 

 を ない事 の ると は、支部 は も て を め、

事会に ること る。 

( 事会) 

第 ９ 条 事会は、 事 事 成し、支部 しその議 となる。 

   ２ 事会は、 事 事の の な その議事を 、議

をなすこと ない。 

   ３ 事会の議事は、この規約に別 の定め る を く か、 し

事 事の し、 のと は議 の するとこ による。 

   ４ 事会に ない 事は、 らか め 事項について、 に

その を し、 は 議 に ること る。 

   ５ 項による の行 は、こ を し ものと なす。 

    を ない事 の ると は、支部 は も て を め、 事

会に ること る。 

( 期 ) 

第 10 条 の 期は２年とする。 し、 は ない。 

   ２ によ て し の 期は、 の 期 とする。 

   ３ は 期 とい も、 の する は、その を行 も

のとする。 

   ４ 公 に る をも て にな の 期はその 期 とする。 

( 問 、 事) 

第 11 条 この支部に 問 、 事を くこと る。 

    

２ 問 、 事は、 事会に いて推 し、 事会に いて 定する。 
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   ３ 問は会 について支部 の 問に 、 は を ること る。 

   ４ 、 事は会 の運営に する。 

(事 ) 

第 12 条 この支部の業 を する め事 を る。 

   ２ 事 に事 名を くこと る。 し、事 の

は 事会に るものとする。 

   ３ 事 の規 は、社会福祉 尼崎市社会福祉協議会の事 規 を 用する。 

 

第３   議 議 会 

( 議 の資 ) 

第 13 条 議 は、 の の中からその の推 を て支部 こ を する。 

（１）地 福祉協会の  

（２）公 社会福祉事業施 の  

（３）公 社会福祉事業  

（４）民 の社会福祉  

（５）社会福祉公  

   ２ 項の か、支部 は 社会福祉に関 の る の中から、 議

会の を て 議 を すること る。 

( 議 会) 

第 14 条 議 会は、 議 をも て する。 

   ２ 議 会は、支部 する。 

   ３ 議 会に議 を く。 

   ４ 議 はそのつ 議 の 定める。 

   ５ 議 会は、 議 の の な その議事を 、議 すること

ない。 

    議 会の議事は、この規約に別 の定め る を く か し 議

の し、 のと は議 の するとこ による。 

   ７ 議 会に ない 議 は、 らか め 事項について

にその を し、 は 議 に ること る。 

    項による の行 は、こ を し ものと なす。 

   ９ を ない事 ると は、支部 は をも て を め、 議

会に ること る。 
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10 議 会は、 年１ 上 し、 の事項を議 する。 

（１）  

（２）事業  

（３）規約の  

（４）その他、この支部の業 に関する 要事項 支部 必要と認め 事項 

( 期 ) 

第 15 条 議 の 期は２年とする。 し、 を ない。 

２ によ て し 議 の 期は、 の 期 とする。 

３ 議 は、 期 とい も の する は、その を行 も

のとする。 

４ 公 に る をも て 議 にな の 期は、その 期 とする。 

 

第４   会      

(会 ) 

第 16 条 に る資 を するものをも て会 とする。 

（１）地 福祉協会 

（２）公 社会福祉事業施  

（３）公 社会福祉事業  

（４）民 の社会福祉  

（５）社会福祉関 公  

（ ） 社会福祉に関 る  

 

第５   協  議  会 

(協議会) 

第 17 条 この支部の事業を運営する め協議会を ること る。 

   ２ 協議会に関する規 は別にこ を定める。 

 

 

第         

(  ) 

第 18 条 会 用 の め し は を支 すること る。 

   ２ に関する規 は別にこ を定める。 
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第７         

(  ) 

第 19 条 この支部は を支 すること る。 

 

第   会      

(  ) 

第 20 条 この支部の は、会 市の 、 、 分 、 付 、

その他諸 をも て てる。 

(  ) 

第 21 条 この支部の は、支部 に いて 成し、 事会の の を て 議

会の議 を な ならない。 

(  ) 

第 22 条 この支部の事業 、 目 支 は、 会 年 ２ 月

に支部 に いて 成し、 事会の認定を て、 事の を て 議 会

の 認を な ならない。 

   ２ 会 の 上、 を と は 会 年 へ すものとする。

 

( 別会 ) 

第 23 条 この支部は、 別会 を ること る。 

(  ) 

第 24 条 この支部の会 年 は、 年４月１日に り 年３月３１日をも て る。 

 

第９   そ  の  他 

(規約の ) 

第 25 条 この規約を しよ とすると は、 事、 事 議 の の

を て定める。 

付         則 

( の ) 

 この規約 定 に る の 期は、昭和５５年３月３１日 とする。 期 、

なくこの規約に づ の を行 ものとする。 
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(施行期日) 

 この規約は昭和５５年４月１日から施行する。 

 

付 則 

(施行期日) 

 この規約は昭和５７年４月１日から施行する。 

付 則 

(施行期日) 

 この規約は昭和５９年４月１日から施行する。 

付 則 

(施行期日) 

 この規約は平成１３年 月１日から施行する。 

付 則 

(施行期日) 

 この規約は平成１７年４月２ 日から施行する。 

付 則 

(施行期日) 

 この規約は平成 27 年４月２7 日から施行する。 

付 則 

(施行期日) 

 この規約は平成２９年４月２５日から施行する。 

付 則 

(施行期日) 

 この規約は２ １９年４月２３日から施行する。 
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尼崎市社会福祉協議会大庄支部 協議会規  

第 １ 条 支部規約第１７条の規定による協議会は、この規 の定めるとこ による。 

第 ２ 条 協議会名称は、 のと りとする。 

（１）市民運動推進協議会

（２）青少年健全育成協議会

（３）健康づくり協議会

２ 協議会別分掌事項は別に定める。 

第 ３ 条 協議会は支部の事業の に 施に関し協議し、 は支部 の 問に応

る。 

第 ４ 条 協議会は必要に応 分 会 は 大協議会を 、 運営の 規を定めるこ

と る。 

第 ５ 条 協議会は、会 会 を て する。 

２ 会 は、会 を し協議会を する。

３ 会 は、会 を し、会 に事 と 、その を 行する。 

４ 会 は 事より支部 名、 会 は の による。 

第  条 協議会 は 事、 事、 議 、 協 の中から支部 する。 

２ 項の か、支部 は 社会福祉に関 の る のなかから、 

事会の を て を すること る。 

３ 協議会に を 、必要に応 て会 を め会 について を 

くこと る。 

第 ７ 条 協議会 の 期は２年とする。 し、 を ない。 

協議会 の 期は、 の 期 とする。 

第  条 協議会は会 しその議 となる。 

第 ９ 条 協議会の議事は、 し の し、 のと は議 の

するとこ による。 

第 1 0  条 協議会 定し 事項は、会 から 事会に するものとする。 

付 則  この規 は、公布の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。

付 則 

(施行期日) 

この規 は平成 27 年４月２7 日から施行する。 

この規 は平成２９年４月２５日から施行する。 
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尼崎市社会福祉協議会大庄支部 協議会別分掌事項 

１ 目  的 

支部規約第１７条の規定による協議会は、協議会推進活動の中心になり社会福祉の 

諸問題について協議し、事業の向上に資するとともに円滑な運営を図ることを目的とす

る。 

２ 協議会別名称 

（１）市民運動推進協議会（２）青少年健全育成協議会（３）健康づくり協議会

３ 協議会別分掌事項 

市民運動推進協議会 

地域課題への対応に関すること。 

地域活動への支援に関すること。 

その他、目的を達するに必要と認めること。 

青少年健全育成協議会 

青少年を取り巻く環境の整備に関すること。 

青少年の健全育成に関すること。 

子育て支援事業に関すること。 

その他、目的を達するに必要と認めること。 

健康づくり協議会 

地域住民の健康づくりの支援に関すること。 

その他、目的を達するに必要と認めること。 

付 則  本分掌事項は、公布の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

付 則 

(施行期日) 

 この分掌事項は平成２７年４月２7 日から施行する。 

(施行期日) 

この分掌事項は平成２９年４月２５日から施行する。
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尼崎市社会福祉協議会大庄支部 規  

第1条 この規 は、支部規約第 19 条により の取 を定めるものとする。 

第2条 の取 は、 の によるものとする。 

別 対 会    

 協  １ 円

協 

 協  ５ 円  対 は  

（ ）  対 は   

協   １ 円  対 は   

（ １ の ）  対 は  

事 

議  

 ５ 円  対 は  

 協 （２ 上 ）   ５ 円 

協 （２ 上 ）  １ 円 

事 

議  

（２ 上 ）   ５ 円 

その他 支部 に必要と認め と  

付 則 

本規 は、昭和５３年４月１日から施行する。 

この規 は、平成 年１ 月１日から施行する。 

この規 は、平成９年２月１日から施行する。 

この規 は、平成１７年４月１４日から施行する。 

この規 は、平成２９年４月２５日から施行する。 




